
アマ戦規定 

アマ戦は一般の方々と共に参加をすることを念頭に入れ、 九州学連の一員として一

人一人が責任を持った行動をすること 

1. 登録 

 

o 登録は大学毎に一括して行い、期間は 3月末もしくは 9

月末とする。 

 

o 期間以外の登録は一切これを認めない。 

 

o 登録は個人登録とし、固定カップルであってもカップル

登録は行わない 

 

o 新 2年生は 3月末に全員登録し、新 3・4年生は同時に

継続手続きを行う。 

 

o 登録は所定のフォームに技局が記入し、メールに添付し

てアマ戦担当理事に送る。 

 

 

2. エントリー 

 

o 大会にエントリーする際は所定の用紙に記入し、大学毎

に期間内に提出する。 



 

o モダン・ラテン間でパートナーを変更することは可能だ

が、モダン区分・ラテン区分それぞれの区分内でパート

ナーを変更することはできない。 

 

o スタジオなどを通してエントリーすることは禁止する。 

 

o 選手登録していない者のエントリーは一切許可しない。 

 

o 学連選手は学連選手以外と組むことはできない。 

 

o 大会に出場できるのは 3年生以上とする。 

 

o リーダーもしくはパートナーのどちらかが 3年生以上で

ある場合、カップルのもう片方は 2年生でもかまわな

い。 

 

o 新 2年生は 4月よりエントリーすることができる。 

 

o 九連の行事と大会が重なる場合は出場は認めない。 

 

 

3. 出場届・結果報告書 



 

o アマ戦に出場する際はアマ戦担当理事に出場届を提出

する。 

 

o 出場届は本人たちが記入し、連盟委員が署名をして提

出する。 

 

o 出場届は原則としてエントリー締切前に提出し、出場許

可をもらう。 

 

o 出場届をエントリー締切を過ぎて提出する場合は、あら

かじめその旨を担当理事に報告する。 

 

o 大会終了後は結果報告書を記入し、連盟委員が署名を

して提出する。 

 

o 結果報告書は本人たちが記入し、連盟委員が署名をし

て提出する。 

 

o 結果報告が遅れる場合はその旨をあらかじめ担当理事

に報告する。 

 

o 結果報告は一週間以内に行うものとする。 

 



o 大会を棄権した場合、その旨を報告すれば結果報告書

を記入しなくてもよい。 

 

 

4. 大会規定 

 

o その年度の JDSF規定に基づく。 

 

o 大会毎にシラバスをよく読み、服装が IDSF規定である

場合、ドレスなどは特に気を付ける。 

 

o JDSF以外のアマ戦においては、その大会の規約に従

い出場する。登録などの規定は本規定に従うものとす

る。 

 

 


